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　恵み豊かな美しい自然環境の保全はもとより、県民すべてが生活の豊かさを実

感できる社会を実現するためには、快適な生活環境と健全な水環境を維持してい

くことが重要です。

　このため、本県では平成 8 年度に生活排水処理施設の整備を計画的かつ効率的

に推進する目的で「生活排水処理アクションプログラム」（三重県生活排水処理施

設整備計画）を策定しました。さらに、平成 17 年度、平成 24 年度には、その後の

社会・経済情勢の変化を踏まえ、各市町の生活排水処理施設整備計画が効率的で

効果的な整備手法となるように計画の見直しを行い、市町とともに生活排水対策

に取り組んできました。

　その結果、平成７年度末に 29.6%（全国 42 位）であった生活排水処理施設の整

備率は、平成 17 年度末には 67.9%（全国 32 位）、平成 22 年度末には 78.0%（全

国 28 位）と向上し、平成 26 年度末には 80％を超えるようになりましたが、全国

平均値（89.5％）からは依然として低い状態が続いています。

　また、本県の公共用水域の水質の現状を見ると、河川については改善が見られ、

概ね環境基準を達成しているものの、海域、特に伊勢湾では夏場を中心に赤潮や貧

酸素水塊が発生しているため、今後もきれいで豊かな海の観点から、総合的な水環

境改善対策を進めていくことが必要です。

　一方、全国的に見ると生活排水処理施設の整備率が概ね 90％に達したことか

ら、事業内容が普及促進（建設）から維持管理・経営に移行するなど、生活排水処理

事業を取り巻く環境に変化が生じています。国土交通省、農林水産省、環境省の 3

省においても「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュ

アル（平成 26 年 1 月）」（以下、「３省構想マニュアル」と呼びます。）を公表し、生活

排水処理施設整備計画の策定にあたっては、生活排水処理施設の早期概成をめざ

すとともに、効率的な維持管理･経営についても考慮するよう示しています。

　このような背景のなか、現行の生活排水処理アクションプログラムが目標年度

（平成 27 年度）を迎え、計画上の整備率を達成しましたが、本県では引き続き生活

排水処理施設の整備促進が重要であるため、人口減少や厳しい財政事情といった

社会・経済情勢の変化を踏まえ、「３省構想マニュアル」に基づき新たな「生活排水

処理アクションプログラムを策定しました。
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計画策定の趣旨



　私たちは、生活をしていくうえで台所、風呂、洗濯、トイレなど、さまざまな

場所で水を使用し、使用された水のほとんどは汚れた水として排水しています。

　これらの排水を「生活排水注）」と呼び、健全な生活環境や公共用水域の保全･維

持のためには生活排水を適切に処理したうえで排水することが不可欠です。

　生活排水対策を計画的に進めるため、市町別に生活排水処理施設の整備手法を

定め、目標年度における整備水準を示したものが「生活排水処理アクションプロ

グラム」であり、三重県内の生活排水処理施設の整備に関するマスタープランと

して位置づけられるものです。

　このため、下水道、集落排水施設、浄化槽などの整備に関する施策は、生活排

水処理アクションプログラムに沿って策定され、実施されることが求められます。

注）生活排水は、「し尿」と、台所、風呂、洗濯等の排水である「雑排水」から成ります。

　新しい生活排水処理アクションプログラムは、今後の施設の運営管理を含めた

生活排水処理にかかる事業のマスタープランとなることから、長期的視点に立っ

た計画策定が必要となるため、現状の平成 26 年度を基準年度とし、概ね 20 年

後の平成 47 年度末を長期目標年度としました。また、概ね 10 年後の平成 37

年度末を中期目標年度とし、市町ごとの整備水準の中期目標値を設定することと

しました。

　なお、本計画は、社会・経済情勢の変化などに対応するため、概ね 5 年ごとに

内容の点検を行い、必要に応じて見直しを行う予定です。

　生活排水処理アクションプログラムの進捗管理を行う際の指標は、以下に示す

「生活排水処理施設の整備率」とします。

　なお、本計画では、単に「整備率」と記述した場合、生活排水処理施設の整備

率のことを指します。

100
住民基本台帳人口

居住人口る処理が可能な地域の生活排水処理施設によ
整備率（％）＝　　生活排水処理施設の ×
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生活排水処理アクションプログラムとは

計画の期間と目標年度

生活排水処理施設整備の指標



　生活排水処理施設は、複数の家屋の生活排水をまとめて処理する集合処理方式

（下水道、集落排水施設など）と、各戸の生活排水を個別に処理する個別処理方

式（浄化槽）に分類されます。また、その整備や運営の方法については、市町な

どの地方公共団体等が行うもの、団地開発業者や団地管理団体など民間団体等が

行うもの、あるいは個人が行うものに区分されます。

　各市町における生活排水処理施設整備計画をもとに、効率的・効果的な整備が

図れるよう協議・調整を行い、これらを集計した結果、新しい生活排水処理アク

ションプログラムに沿って生活排水処理施設の整備を推進することにより、中期

目標年度（平成 37 年度末）で整備率は 92.3％に、長期目標年度（平成 47 年度末）

で整備率は 97.6％に達する見込みです。

3

生活排水処理施設の種類 

整備目標について

公共下水道
（狭義）

主として市街地で建設・管理する下水道。

特定環境保全
公共下水道

自然景勝地などの観光地や農山漁村等で整備・管理する下水道。

流域下水道
二つ以上の市町の汚水を集めて広域的に処理する下水道。
終末処理場と幹線管渠についてのみ県が整備・管理する。

農業集落排水施設
農業振興地域内で計画規模が概ね20戸以上かつ1,000人以下。
（1,000人以上の場合は、関係者協議が必要。）

漁業集落排水施設 漁港の背後集落で計画規模が100人以上5,000人以下。

林業集落排水施設

簡易排水施設

小規模集合排水処理施設 計画規模が2戸以上20戸未満。
総務省
所管

コミュニティ・プラント 計画規模が101人以上30,000人以下。
環境省
所管

個別排水処理施設
集合処理区域の周辺地域または市町村設置型浄化槽の地域内にお
いて計画規模が単年度当り20戸未満。

総務省
所管

市町村設置型浄化槽 計画規模が単年度当り20戸以上。市町が設置・管理する浄化槽。

個人設置型浄化槽 個人が設置・管理する浄化槽。

公共下水道
（広義）

国
土
交
通
省
所
管

農
林
水
産
省
所
管

環境省
所管

集
合
処
理

個
別
処
理

生生活活排排水水処処理理施施設設のの整整備備率率

平平成成 3377 年年度度末末 9922..33％％

平平成成 4477 年年度度末末 9977..66％％

生活排水処理施設の種類

※流域下水道の終末処理場、幹線管渠と、個人設置型浄化槽以外は、すべて市町によって整備・管理されます。

振興山村地域等において計画規模（受益戸数）が3戸以上20戸未満。
（10戸以上20戸未満を優先的に採択）

林業振興地域等または森林整備推進市町村で計画規模が20戸以上
かつ1,000人以下。
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整備計画の集計結果

1）整備率に関しては、四捨五入の関係で各数値の和が合計欄の数値と合わない場合があります。

2） 県将来人口は、各市町が今回の生活排水処理アクションプログラムの策定のために予測した将来人口を集計

　 したものです。

0 25 50 75 100 ％

市町別整備率（％）（平成 26 年度～目標年度）

整備率 平成26年度末 平成37年度末 平成47年度末

桑名市 88.5 98.1 100.0 

いなべ市 99.4 100.0 100.0 

木曽岬町 100.0 100.0 100.0 

東員町 99.2 100.0 100.0 

四日市市 89.5 100.0 100.0 

菰野町 87.1 98.4 99.9 

朝日町 99.1 100.0 100.0 

川越町 99.9 100.0 100.0 

鈴鹿市 91.5 95.5 97.6 

亀山市 83.3 92.0 100.0 

津市 81.9 91.8 98.5 

松阪市 81.6 95.6 100.0 

多気町 93.0 100.0 100.0 

明和町 71.8 82.6 88.7 

大台町 63.8 69.5 71.4 

伊勢市 68.8 89.9 99.9 

鳥羽市 31.3 51.4 77.2 

志摩市 52.7 66.3 80.0 

玉城町 95.8 99.8 100.0 

度会町 52.6 80.0 95.0 

大紀町 39.8 71.6 92.4 

南伊勢町 69.7 82.9 95.5 

名張市 97.7 99.3 99.4 

伊賀市 76.0 84.5 99.4 

尾鷲市 27.5 47.4 73.1 

紀北町 27.2 45.5 69.9 

熊野市 32.7 48.3 66.9 

御浜町 56.7 71.4 88.5 

紀宝町 45.5 74.3 90.0 

三重県 81.5 92.3 97.6 

 

 平成26年度末 平成47年度末 整備完了時
項　目 （実績） （整備率100%）

整備人口 整備率 整備人口 整備率 整備人口 整備率 整備人口 整備率
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

939,238 50.7 1,161,101 67.0 1,202,668 75.5 1,299,587 81.6

農業集落排水施設等 94,322 5.1 85,590 4.9 75,839 4.8 75,839 4.8

漁業集落排水施設 6,335 0.3 5,208 0.3 5,606 0.4 7,407 0.5

コミュニティ・プラント 3,388 0.2 1,069 0.1 285 0.0 33 0.0

計 1,043,283 56.3 1,252,968 72.3 1,284,398 80.7 1,382,866 86.8

市町村設置型浄化槽 14,522 0.8 41,512 2.4 41,821 2.6 46,447 2.9

個人設置型浄化槽等 452,202 24.4 305,067 17.6 227,850 14.3 163,034 10.2

計 466,724 25.2 346,579 20.0 269,671 16.9 209,481 13.2

合　　計 1,510,007 81.5 1,599,547 92.3 1,554,069 97.6 1,592,347 100.0

（参考）県将来人口 1,852,085（実績） 1,732,835 1,592,347 （1,592,347)

平成37年度末
（中期目標年度）

集
合
処
理

下水道

個
別
処
理

（長期目標年度）
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桑名市 139,900 121,100 1,600 0 0 0 14,600 137,300 98.1
いなべ市 42,055 38,351 3,143 0 0 0 561 42,055 100.0
木曽岬町 6,400 4,130 2,270 0 0 0 0 6,400 100.0
東員町 23,704 23,665 0 0 0 0 39 23,704 100.0
小計 212,059 187,246 7,013 0 0 0 15,200 209,459 98.8

四日市市 300,900 262,077 6,128 0 777 0 31,918 300,900 100.0
菰野町 39,600 34,920 1,350 0 0 0 2,690 38,960 98.4
朝日町 10,530 10,443 0 0 0 0 87 10,530 100.0
川越町 15,611 15,611 0 0 0 0 0 15,611 100.0
小計 366,641 323,051 7,478 0 777 0 34,695 366,001 99.8

鈴鹿市 200,300 138,877 18,531 0 0 0 33,854 191,262 95.5
亀山市 49,824 32,653 8,620 0 0 0 4,561 45,834 92.0
小計 250,124 171,530 27,151 0 0 0 38,415 237,096 94.8

828,824 681,827 41,642 0 777 0 88,310 812,556 98.0
津市 263,800 163,780 10,300 0 0 24,010 43,960 242,050 91.8

263,800 163,780 10,300 0 0 24,010 43,960 242,050 91.8
松阪市 163,000 107,375 851 0 0 6,734 40,910 155,870 95.6
多気町 13,903 7,872 2,750 0 0 3,281 0 13,903 100.0
明和町 21,500 7,145 4,015 0 0 0 6,594 17,754 82.6
大台町 8,405 1,707 0 0 0 1,258 2,879 5,844 69.5

206,808 124,099 7,616 0 0 11,273 50,383 193,371 93.5
伊勢市 112,600 77,356 0 0 0 0 23,871 101,227 89.9
鳥羽市 16,889 1,341 0 0 0 0 7,339 8,680 51.4
志摩市 45,000 5,286 995 1,370 0 0 22,164 29,815 66.3
玉城町 15,253 13,703 1,331 0 0 0 190 15,224 99.8
度会町 7,396 0 0 0 0 0 5,916 5,916 80.0
大紀町 7,253 0 0 0 0 0 5,190 5,190 71.6
南伊勢町 10,105 2,070 605 3,838 0 1,311 556 8,380 82.9

214,496 99,756 2,931 5,208 0 1,311 65,226 174,432 81.3
名張市 72,333 63,249 7,676 0 40 820 74 71,859 99.3
伊賀市 84,510 26,294 15,425 0 252 518 28,964 71,453 84.5

156,843 89,543 23,101 0 292 1,338 29,038 143,312 91.4
尾鷲市 14,743 0 0 0 0 0 6,994 6,994 47.4
紀北町 14,482 0 0 0 0 0 6,585 6,585 45.5

29,225 0 0 0 0 0 13,579 13,579 46.5
熊野市 15,125 0 0 0 0 0 7,305 7,305 48.3
御浜町 7,823 2,096 0 0 0 0 3,493 5,589 71.4
紀宝町 9,891 0 0 0 0 3,580 3,773 7,353 74.3

32,839 2,096 0 0 0 3,580 14,571 20,247 61.7
1,732,835 1,161,101 85,590 5,208 1,069 41,512 305,067 1,599,547 92.3

67.0 4.9 0.3 0.1 2.4 17.6 92.3

市町名

集合処理施設 個別処理施設

合　計下水道

生活排水施設
の整備率（%）

桑名

四日市

鈴鹿

北勢地域

津地域

松阪地域

南勢志摩地域

伊賀地域

紀北地域

紀南地域
合　計

農業集落
排水施設等

漁業集落
排水施設

コミュニティ
・プラント

市町村設置型
浄化槽

個人設置型
浄化槽等

整備率
(%)

H37年度
行政人口

 

桑名市 131,000 118,000 1,500 0 0 0 11,500 131,000 100.0
いなべ市 38,940 35,516 2,905 0 0 0 519 38,940 100.0
木曽岬町 6,000 3,880 2,120 0 0 0 0 6,000 100.0
東員町 21,433 21,394 0 0 0 0 39 21,433 100.0
小計 197,373 178,790 6,525 0 0 0 12,058 197,373 100.0

四日市市 283,593 274,886 5,472 0 0 0 3,235 283,593 100.0
菰野町 38,100 35,430 0 0 0 0 2,630 38,060 99.9
朝日町 10,230 10,153 0 0 0 0 77 10,230 100.0
川越町 15,999 15,999 0 0 0 0 0 15,999 100.0
小計 347,922 336,468 5,472 0 0 0 5,942 347,882 100.0

鈴鹿市 193,300 145,445 17,883 0 0 0 25,350 188,678 97.6
亀山市 49,264 40,161 8,523 0 0 0 580 49,264 100.0
小計 242,564 185,606 26,406 0 0 0 25,930 237,942 98.1

787,859 700,864 38,403 0 0 0 43,930 783,197 99.4
津市 242,700 162,020 8,350 0 0 27,240 41,440 239,050 98.5

242,700 162,020 8,350 0 0 27,240 41,440 239,050 98.5
松阪市 143,204 109,814 593 0 0 3,980 28,817 143,204 100.0
多気町 12,749 7,515 2,409 0 0 2,825 0 12,749 100.0
明和町 19,867 9,913 3,710 0 0 0 4,001 17,624 88.7
大台町 7,212 1,443 0 0 0 1,157 2,550 5,150 71.4

183,032 128,685 6,712 0 0 7,962 35,368 178,727 97.6
伊勢市 99,200 88,393 0 0 0 0 10,708 99,101 99.9
鳥羽市 13,984 2,960 0 849 0 0 6,993 10,802 77.2
志摩市 40,000 4,698 885 1,218 0 0 25,198 31,999 80.0
玉城町 14,839 13,331 1,295 0 0 0 213 14,839 100.0
度会町 6,495 0 0 0 0 0 6,170 6,170 95.0
大紀町 5,733 0 0 0 0 0 5,300 5,300 92.4
南伊勢町 7,493 1,534 448 3,539 0 1,584 53 7,158 95.5

187,744 110,916 2,628 5,606 0 1,584 54,635 175,369 93.4
名張市 64,445 57,285 6,008 0 33 666 74 64,066 99.4
伊賀市 75,270 41,071 13,738 0 252 466 19,301 74,828 99.4

139,715 98,356 19,746 0 285 1,132 19,375 138,894 99.4
尾鷲市 11,653 0 0 0 0 0 8,514 8,514 73.1
紀北町 11,881 0 0 0 0 0 8,309 8,309 69.9

23,534 0 0 0 0 0 16,823 16,823 71.5
熊野市 12,414 0 0 0 0 0 8,299 8,299 66.9
御浜町 6,820 1,827 0 0 0 0 4,207 6,034 88.5
紀宝町 8,529 0 0 0 0 3,903 3,773 7,676 90.0

27,763 1,827 0 0 0 3,903 16,279 22,009 79.3
1,592,347 1,202,668 75,839 5,606 285 41,821 227,850 1,554,069 97.6

75.5 4.8 0.4 0.0 2.6 14.3 97.6

集合処理施設 個別処理施設

生活排水施設
の整備率（%）

桑名

四日市

鈴鹿

北勢地域

津地域

松阪地域

南勢志摩地域

伊賀地域

紀北地域

紀南地域
合　計

市町名 合　計下水道
農業集落
排水施設等

漁業集落
排水施設

コミュニティ
・プラント

市町村設置型
浄化槽

個人設置型
浄化槽等

整備率
(%)

H47年度
行政人口

市町別整備人口（平成37年度末）

市町別整備人口（平成47年度末）

単位（整備率以外）：人

単位（整備率以外）：人
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桑名市 131,000 128,900 1,500 0 0 0 600 131,000 100.0
いなべ市 38,940 35,516 2,905 0 0 0 519 38,940 100.0
木曽岬町 6,000 3,880 2,120 0 0 0 0 6,000 100.0
東員町 21,433 21,394 0 0 0 0 39 21,433 100.0
小計 197,373 189,690 6,525 0 0 0 1,158 197,373 100.0

四日市市 283,593 276,650 5,472 0 0 0 1,471 283,593 100.0
菰野町 38,100 35,430 0 0 0 0 2,670 38,100 100.0
朝日町 10,230 10,153 0 0 0 0 77 10,230 100.0
川越町 15,999 15,999 0 0 0 0 0 15,999 100.0
小計 347,922 338,232 5,472 0 0 0 4,218 347,922 100.0

鈴鹿市 193,300 162,000 17,883 0 0 0 13,417 193,300 100.0
亀山市 49,264 40,161 8,523 0 0 0 580 49,264 100.0
小計 242,564 202,161 26,406 0 0 0 13,997 242,564 100.0

787,859 730,083 38,403 0 0 0 19,373 787,859 100.0
津市 242,700 194,360 8,350 0 0 29,989 10,001 242,700 100.0

242,700 194,360 8,350 0 0 29,989 10,001 242,700 100.0
松阪市 143,204 127,978 593 0 0 3,980 10,653 143,204 100.0
多気町 12,749 7,515 2,409 0 0 2,825 0 12,749 100.0
明和町 19,867 15,954 3,710 0 0 0 203 19,867 100.0
大台町 7,212 1,443 0 0 0 1,846 3,923 7,212 100.0

183,032 152,890 6,712 0 0 8,651 14,779 183,032 100.0
伊勢市 99,200 88,393 0 0 0 0 10,807 99,200 100.0
鳥羽市 13,984 8,557 0 2,650 0 0 2,777 13,984 100.0
志摩市 40,000 4,698 885 1,218 0 0 33,199 40,000 100.0
玉城町 14,839 13,331 1,295 0 0 0 213 14,839 100.0
度会町 6,495 0 0 0 0 0 6,495 6,495 100.0
大紀町 5,733 0 0 0 0 0 5,733 5,733 100.0
南伊勢町 7,493 1,534 448 3,539 0 1,919 53 7,493 100.0

187,744 116,513 2,628 7,407 0 1,919 59,277 187,744 100.0
名張市 64,445 57,285 6,008 0 33 666 453 64,445 100.0
伊賀市 75,270 46,629 13,738 0 0 466 14,437 75,270 100.0

139,715 103,914 19,746 0 33 1,132 14,890 139,715 100.0
尾鷲市 11,653 0 0 0 0 0 11,653 11,653 100.0
紀北町 11,881 0 0 0 0 0 11,881 11,881 100.0

23,534 0 0 0 0 0 23,534 23,534 100.0
熊野市 12,414 0 0 0 0 0 12,414 12,414 100.0
御浜町 6,820 1,827 0 0 0 0 4,993 6,820 100.0
紀宝町 8,529 0 0 0 0 4,756 3,773 8,529 100.0

27,763 1,827 0 0 0 4,756 21,180 27,763 100.0
1,592,347 1,299,587 75,839 7,407 33 46,447 163,034 1,592,347 100.0

81.6 4.8 0.5 0.0 2.9 10.2 100.0

個別処理施設

紀南地域
合　計

生活排水施設
の整備率（%）

桑名

四日市

鈴鹿

北勢地域

津地域

松阪地域

南勢志摩地域

伊賀地域

紀北地域

  

生活排水処理施設整備率の推移

平成37年度末  平成26年度末 平成47年度末 

生活排水処理施設の整備率(％)

～50
50～80
80～90
90～95
95～100

市町別整備人口（整備完了時） 単位（整備率以外）：人

市町名 合　計下水道
農業集落
排水施設等

漁業集落
排水施設

コミュニティ
・プラント

市町村設置型
浄化槽

個人設置型
浄化槽等

整備率
(%)

H47年度
行政人口

※整備完了時の行政人口は、平成 47 年度時点の行政人口としました。
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生活排水処理施設の整備状況(実績 平成26年度末)
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生活排水処理施設の整備状況 中期目標年度(平成37年度末)
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 生活排水処理施設の整備状況 長期目標年度(平成47年度末)
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生活排水処理施設の整備状況(整備完了時)



　新たな生活排水処理アクションプログラムに沿って生活排水処理施設の整備を

推進することにより、新規整備にかかる投資については平成 47 年度末で進捗率

86.8％に達します。しかし、既存施設の維持管理費や老朽化に伴う改築・更新

費の増加が今後見込まれることから、計画的かつ効率的な運営管理の推進が求め

られます。

　県内の河川の平成 26 年度における水質は、河川の有機汚濁の代表的な指標で

ある BOD について、47 河川 62 水域（63 地点）のうち 58 水域で環境基準を

達成しており、達成率は 94％となっています。

　また、海域については、富栄養化の原因物質である全窒素（T-N）、全りん

（T-P）は対象とした全ての水域で水質環境基準を達成していますが、海域の有

機汚濁の代表的な指標である COD については達成率が 60％程度の横ばいで推

移しており、引き続き改善が必要な状況にあります。

　これら河川及び海域の水質環境基準の達成率は、今後、生活排水処理対策など

の推進に伴い段階的に向上していくと考えられます。

　水質環境基準は、人の健康の保護や生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基

準として定められた行政上の政策目標です。河川については、有機汚濁の代表的指標である

BOD（生物化学的酸素要求量）などを評価指標としています。 

　海域では、有機汚濁の代表的指標である COD（化学的酸素要求量）や富栄養化の原因物

質である全窒素（T-N）、全りん（T-P）などを評価指標としています。 
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投資予定額の推計

河川及び海域の水質

 建設投資済 整備完了までの

項　目 平成26年度末 新規整備にかかる

投資額 進捗率 投資額 進捗率 投資額 進捗率
投資予定額

（億円） （％） （億円） （％） （億円） （％） （億円）

12,900 65.1 15,070 76.0 16,889 85.2 19,827

農業集落排水施設等 1,398 98.5 1,419 100.0 1,419 100.0 1,419

漁業集落排水施設 108 60.3 121 67.6 163 91.1 179

コミュニティ・プラント 59 100.0 59 100.0 59 100.0 59

計 14,465 67.3 16,669 77.6 18,530 86.3 21,484

市町村設置型浄化槽 48 21.6 173 77.9 200 90.1 222

個人設置型浄化槽等 807 73.9 919 84.2 1,052 96.3 1,092

計 855 65.1 1,092 83.1 1,252 95.3 1,314

合　　計 15,320 67.2 17,761 77.9 19,782 86.8 22,798

新規整備にかかる投資予定額
平成37年度末 平成47年度末

（中期目標年度） （長期目標年度）

個
別
処
理

集
合
処
理

下水道

新規整備にかかる投資予定額（累計）

1) 「下水道」とは、市町公共下水道と県流域下水道の合計を表します。

2) 「個人設置型浄化槽等」の投資額は、個人負担を含む事業費になります。

3) 「進捗率」は、「各時点における投資額の集計 ÷ 整備完成時までの投資予定額 ×100」です。

4) 平成 37 年度末、平成 47 年度末、整備完了までの投資予定額は新規整備にかかる費用を指し、既存施設の更新費等

は含まれていません。また、投資予定額は、今後の情勢により変動することがあります。
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＜県の役割＞

（１）未整備人口の解消

①下水道施設の整備推進

　　　早期に事業効果が発揮できるよう、重点的に流域下水道施設の整備を推進

します。

　　　また、国が示すコスト縮減技術や新たな整備手法等の情報を市町と共有し、

市町が整備する公共下水道を早期・低コストに進めるため、必要に応じて助

言を行います。

②合併処理浄化槽への転換促進

　　　生活雑排水が未処理のまま放流される単独処理浄化槽や汲み取り世帯を解

消するため、合併処理浄化槽への転換補助制度等の活用により転換促進を図

ります。

③生活排水処理施設の整備に関する交付金制度の活用

　　　下水道、集落排水施設、浄化槽等、生活排水処理施設の整備の進捗を図る

ため、利用可能な交付金制度の活用を市町に働きかけます。

④生活排水対策関係部局による総合調整

　　　下水道等の集合処理による整備が長期間見込まれない区域については市町

村設置型浄化槽で整備するなど、生活排水処理施設の整備促進が図れるよう

整備手法の見直し等について市町と協議していきます。

　　　また、本アクションプログラムに基づき進捗管理し、各市町の整備が確実

に図れるよう必要に応じて協議・助言を行います。

（２）生活排水処理施設の効率的な運営管理の推進

　　　普及促進（建設）から効率的な維持管理・経営の実施に移行する段階にあ

る市町に対して、生活排水処理施設の改築・更新及び運営管理が適切かつ計

画的に進むように、関係市町に情報提供や助言などを行います。

（３）情報発信

　　　生活排水対策に対する情報を積極的に発信し普及啓発活動を進め、生活排

水処理施設の適切な使用・管理も含めた県民に分かりやすい生活排水対策の

推進に努めます。

＜市町の役割＞

　　　市町は、本アクションプログラムの策定に当たって定めた各目標年度の整

備目標と生活排水処理基本計画との整合を図り、長期的・総合的視点に立っ

て、計画的に生活排水処理対策を進めるものとします。

計画の推進施策
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